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ある株主総会のことです。一般質問も終わりにさしかかったころ、初老の男性が質問

に立ちました。マイクを手にした男性は、経営陣に一つの質問を投げかけました。 

 

「新しい役員にも、壇上にいる社員のどこにも女性がいないようですが、♤♤社は

21 世紀も男社会で生きていかれるわけですか？♤♤には✳✳人も社員がいて、優

秀な女性も当然いるはずですが。こういった状況をどう考えておられますか？」 

 

社長は、まったく想定していなかった質問に、明快な答弁ができませんでした。 

 

それをきっかけに、会社のトップは「能力と意欲のある女性には、もっと活躍できる場

を社内に創っていく」ことを、本気で決心し、行動を始めたのです。 
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 すぐれた仕事ぶりを職場の誰もが認める◇◇さん（女性）と、話をしたときのことです。 

 

「先日、（◇◇さんの会社の）♧♧社長のお話をうかがいました。そ

のとき、社長は『わが社は女性の活用に力を入れている。それは、これか

らの時代、女性の感性が重要になるからだ』と強くおっしゃっていたの

が、印象的でした。」 

 

そのとき◇◇さんは、少しばかり残念そうな表情を浮かべて言いました。 

 

「たしかに、うちの社長は、女性に理解がある方だと思います。でも、

それが日本の現実なんです。」 

 

◇◇さんは「それ」で何が言いたかったのでしょうか。◇◇さんは「女性」の感性で仕

事ぶりを高く評価されているのではないことを職場のみんなは知っています。◇◇さん

「本人」の感性と、それに基づいた問題の発見力や解決力がすぐれているからこそ、男

女問わず職場の仲間にも、そしてお客様にも信頼され、活躍しているのです。 

 

「それ」とは、男女の機会均等に理解ある人ですら、「男性は論理、女性は感性」と

思ってしまいがちな現状を指しているのです。 
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女性は男性と違い、「出産」という現実があります。病気で熱を出した子どもは、父親

よりも母親の姿を必死に探し求めることもあるでしょう。 

 

ある百貨店に勤める女性管理職は、女性社員に、いつもこう話をします。 

 

「どうしたって、子どもを産んだり、子どもが病気したり、休まなけれ

ばいけないときがある。だからそのぶん、日頃から懸命に働くこと。それ

で休むときには堂々と、胸を張って休みなさい。」 

 

女性は急に仕事を休んだり、辞めたりするから、男性に比べると、やはり働きぶりは

劣るのではないかという意見があります。 

 

「本当でしょうか？」 

 

職場の女性の働きぶりをもう一度よく見てください。そのなかには、出産や育児があ

って、突然休まなければならなくなることを、一番よく自覚している女性がいるはずです。

だからこそ、その女性は日頃から集中して真剣に仕事に取り組んでいるのです。
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「ポジティブ・アクション」とは 
 

「ポジティブ・アクション」 

冒頭の株主総会をきっかけにした、トップの「能力と意欲のある女性がもっと活躍

できる場を社内に創っていく」という決心と行動―。これは女性に対する「ポジティ

ブ・アクション」とよばれています。略して「ポジ」や「ＰＡ」と呼んでいるところ

もあるようです。 

ポジティブ・アクションとは、教育や雇用や政治などの分野で、過去の経緯から生じて

いる人種的マイノリティー、女性、障害者などのグループと他のグループとの事実上の格

差を解消するための積極的な措置を意味しますが、ここでは、雇用の分野における女性の

ためのポジティブ・アクションについて提言を行っています。 

ポジティブ・アクションをもう少しくわしく定義すると、次のようになります。「固定的な性別によ

る役割分担意識や過去の経緯から、男女労働者のあいだに事実上生じている差があるとき、

それを解消しようと、企業が行う自主的かつ積極的な取組」、これがポジティブ・アクションです。 

ポジティブ・アクションは単に女性だからという理由だけで女性を「優遇」するためのものでは

ありません。これまでの慣行や固定的な性別役割分担意識などが原因で女性は男性よりも能

力を発揮しにくい環境に置かれてきました。こうした状況を「是正」するための取組なのです。 

 

事実上の差 

問題は、「事実上生じている差」の内容です。それはたとえば、こんな問いに、経営者、人事

担当者、管理職等が、はっきりと「いいえ」と答えられない場合です。 

 

― 女性を、補助的な仕事を中心に配置している 

― 女性はいずれ辞めていくから育てても無駄だと思っている 

― 取引先が、女性を一段低く見ているときがある 

  

もし、上記の問いに「はい」と答えるような項目があるとすれば、男女の均等な機会や待遇が

実質的に確保されていることには、なりません。さらにはその結果、 

z 営業職に女性はほとんど配置されていない 

z 課長以上の管理職は男性が大半を占めている 

といった状況が生じている場合、その解消策を企業が具体的に考え、実施していく。それが、

ポジティブ・アクションなのです。 
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ハンディキャップを取り除く 

 では、男女間に事実上の差が存在する、男性にはないハンディキャップが女性にあるとき、

それはどうやって取り除けるのでしょうか。 

勤続年数も長く、仕事に対する能力も意欲も高い女性が多数働いている。それにもかかわ

らず、管理職になっている女性がきわめて少ないといった会社があったとします。現状を分析

した上で、改善の目標を掲げ、 

○ 女性の管理職候補者を対象に、研修を実施したり、昇進・昇格試験の受験を奨励する 

○ 昇進・昇格基準を明確化する 

などを行うことがポジティブ・アクションです。 

 また、上司、同僚（特に男性）に、男女とも大切な人的資源だという意識がない場合に、 

○ 性別に関わらず、個人として活かすことが、企業のメリットにつながることを理解してもらう 

というような、積極的な意識改革を促すことも、ポジティブ・アクションです。 

 そのほか、ポジティブ・アクションの実例としては以下のようなものがあります。 

○ 補助的業務しか経験のない女性を抜擢しようとしたが、しり込みをする。 

→ 特別に教育して、必要な知識・技術とともに自信をつけてもらう。 

○ 担当させた取引先から「女性は困る」と難色を示された。 

 → 状況を放置せずに、「能力、意欲ともに十分」であることを理解してもらうよう相手方に説

明する。 

 また女性の離職率が高い理由の一つに、男性に比べて将来の働く目標となる人物像（モデ

ル）が未だ少ないということがあるとすれば、モデルとなる女性を育成すること自体が、ハンディ

キャップを取り除くことにつながります。 

 

ガラスの天井 

男女に事実上の格差が存在してきたのは、日本だけではありません。日本を含めて先進国

の多くでは、性による差別を禁止する法律はあるものの、実際にはその効果は限定的だったと

いうのが、事実です。 

昇進の機会は男女平等に開かれていても、現実には上級の管理職は、男性がほぼ独占し

ている。女性の頭上には、男性にはない「ガラスの天井がある」と、いわれてきたのです。 

そこで、性による差別を禁止するだけでなく、男女間で事実上の機会の平等を達成する手

段として登場したのが、ポジティブ・アクションやアファーマティブ・アクションだったのです。 

欧米での特徴は、事実上の平等を達成するための積極策であることに加え、特定の個人と

いうよりも事実上差別されているグループ全体に配慮した措置であることや、平等実現までの

暫定措置であること等が挙げられます。 
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日本のポジティブ・アクション 

日本のポジティブ・アクションは、平成 11 年 4 月に施行された改正男女雇用機会均等法

第 20 条によって、明確に位置付けられました。 

20 条では「事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっ

ている事情を改善する」ための措置を講じるとき、それを国として援助していくことが規定され

ています。そこでは、事業主が、女性の雇用状況を分析したり、改善計画を作成したり、改善

措置を実施したり、そのために必要な体制を整備しようとするとき、国が援助できるとされてい

ます。つまり、事業主が個々の実態や考え方に応じて、自主的に取り組むことが重要なのです。 

厚生労働省では、事業主の自主的な取組に対する具体的な支援策として、ポジティブ・ア

クションを実行するためのガイドラインを示したり、達成状況をチェックするためのワークシート

を作ってきました。それは（財）21 世紀職業財団ホームページからも入手できます。 

くわしくは、http://www.jiwe.or.jp/gyomu/work/positive_03idx.htmlを見てください。 

 

提言の特徴 

今回の提言は、ポジティブ・アクションを進めている企業の経営者、人事担当者、そして活

躍する女性の方々にインタビューをお願いし、そこでは何が、どのように考えられ、そして取り

組まれているのか、実際の声を、数多く紹介しています。 

ポジティブ・アクションを実施している様々な立場の意見や考え方を紹介することで、これか

らポジティブ・アクションを実施していこうとしている方々に、その「手触り」を感じていただきた

い、と思います。 

ここでの声はすべて、ポジティブ・アクションを実施する際、それぞれが置かれた立場ごとに、 

z 何をきっかけとして、 

z その価値をどこに求め、 

z 何に注意しながら実行し、 

z 直面する課題にどう対処したか 

といった具体的な内容です。冒頭の３つのエピソードも、その一例です。 

 そこにはポジティブ・アクションを実施していくためのヒントがあります。なかには「なるほど」、

「そう考えるのか」というものもあれば、「そうかなあ」、「受け入れられないなあ」といった内容も

あるかもしれません。そのときは、これらの声をヒントに、それぞれの状況に応じたポジティブ・

アクションを考えていただければ、と思います。 
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ポジティブ・アクションの必要性とその効果 
 
Ⅰ 労働意欲、生産性の向上－性にとらわれない公正な評価により活力を創出－ 

もし、固定的性別役割分担意識や男性優位の企業風土がある場合には、それらを見直し、

性別にとらわれない能力や成果に基づく公正な評価を徹底することで、女性社員の活躍を

促し、女性社員のやる気を引き出すきっかけとなります。それは同時に、周囲の男性社員に

も良い刺激を与え、結果的に生産性の向上や競争力の強化をもたらすことにもつながりま

す。 

性別に関係なく個人がワーク／ライフ・バランス（仕事と家庭や個人生活のバランス）をと

ることを企業が支援することは、家庭での男女の家事や育児の分担を可能にし、女性の継

続就業率を高めます。これは、その人材が持つ高度な能力と豊富な経験を失うリスクを避け

ることにもなります。 

 
Ⅱ 多様な人材による新しい価値の創造－多様な個性による新たな発想－ 

   市場が多様化する中で、これからの新しいニーズに対応した商品、サービスを提供するた

めの新しい発想が求められています。ポジティブ・アクションを実施することにより、男女に関

わりなく多様な個性をもった人材を確保し、その能力を最大限に発揮させることは、これまで

にない新しい発想を生み出す可能性があります。 

 

Ⅲ 労働力の確保－労働者に選ばれる企業へ－ 
少子・高齢化が進んでいる我が国においては、労働力不足が見込まれており、女性の活

躍が大いに期待されます。ポジティブ・アクションを積極的に実施する企業は、働きやすい

企業、男女に関わりなく公正に評価される企業として認知され、選ばれることとなり、幅広い

高質の労働力を確保することができるのです。 

 

Ⅳ 外部評価（企業イメージ）の向上－人を大切にするというイメージの獲得－ 
 ポジティブ・アクションを実施し、社員の能力発揮と育成に積極的に取り組む企業姿勢は、経

営の持続的発展が期待できる企業として、顧客や株主、取引先等の利害関係者からの信頼

や好意的な評価を得ることができます。 
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ポジティブ・アクション推進のための取組 
 経営者、人事担当者、そして職場で活躍する女性にインタビューをお願いしました。その結

果、ポジティブ・アクション推進のためのポイントが浮かび上がってきました。それをここでは、

それぞれの立場ごとに、整理してみました。 

 

Ⅰ 経営者の取組 

 
1-1）  ポジティブ・アクション成功の鍵は、経営者の決断にあります。ポジティブ・ア

クションを実施している会社では、多くの場合、経営者の方針がその原動力となってい

るからです。ポジティブ・アクションは、まず経営者が企業理念を改めて見つめ直すこと

から始まります。「個の尊重」、「共存共栄」、「能力重視」といった企業理念の実現には、

能力と意欲のある女性に一層の積極的な活躍の機会を創り出すことが重要な戦

略の一つになるという認識を持つことが重要になります。 

 

人事担当者の言葉「最初は、“なんでこんなことをするのか”という男性社員もいたが、

進めていくうちに変わっていった。トップの問題提起により、（問題点が）明確になっ

た。男性役員が旗振りをしたおかげでうまくいった。社員はトップの行動を見ている」 

 

1-2） 現在の厳しい経営環境の中で、多くの会社では、旧来型の男性正社員中心の経営思

考からの早急かつ抜本的な転換が迫られています。ここで「変わらなければ生き残れな

い」という危機意識を経営者が示せば、それを社員も共有できる（せざるを得ない）状況

になっています。人材の有効活用のためにポジティブ・アクションを実施するとい

う活動そのものが、会社経営を変革する突破口になっていきます。また、少子

化が進む中で、ワーク／ライフ・バランス（仕事と家庭や個人生活のバラン

ス）を取りながら働く ことができる仕組みをつく り、育児や介護等の責任を担

っている人材を活用できるような経営が求められており、このような取組は、

次代の労働力を確保することにもつながります。 

 
人事担当者の言葉「登用までの試験に挑戦する女性たちをみて、女性を登用することに対する

役員たちの意識はさらに進んだ。登用試験の中で最終に役員プレゼンテーションがあるが、こ

のプレゼンの迫力にみんな圧倒された。それだけ女性のプレゼンが良かったためである」 
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人事担当者の言葉「ほかの部署では可能でも、うちの部署の仕事は女性には絶対無理だ、とい

っていた部のトップが、採用面接である女性をみて惚れ込んだ。こんな優秀な人材を他社には

渡せないと、自分で説得して採用した。実際に優秀な女性に出会ってはじめて、既成概念をと

っぱらう男性が多い」   

 

人事担当者の言葉「働きやすいとは、男女ともにワーク／ライフ・バランスがとれていることであ

る」 

 

1-3） ポジティブ・アクションの根本的な効果は、性別に関係なく能力と意欲の高い人々が活

躍して実績を出すこと、すなわち性別に関わりなく 個人の持つ能力を活かすこと

で生産性が向上することにあります。 

 
経営者の言葉「米国本社の影響はもちろんのこと、自らが米国勤務をしていた時に、米国女性 

の活躍ぶり（会議出席者の２～３割が女性であった）を見て、日本は遅れていると認識した」 

 
経営者の言葉「いずれ男女平等の登用というグローバル・スタンダードへの対応が迫られる」 
 

ただし、ポジティブ・アクションの必要性を「女性の感性が重要だから」とすることにつ

いては、むしろ誤解や反発を生む場合もありますから、「女性の持っている能力を発揮

してもらうため」とするなど、よく考えた表現が必要です。 

 
   「女性の活躍に期待するのは、女性の感性が重要だから」について 
          

消費者のニーズに応えるために「女性の感性」は重要な戦力であるという認識を、持っている経営

者も多くいらっしゃいます。 

しかし、ポジティブ・アクションの最終的な目標は、働く人々の評価を性別によって一律に考える

のではなく、あくまでも個としての評価を行っていこうということです。 

つまり、「女性は感性、男性は理性」といった、性別によってパターン化された認識は、ポジティ

ブ・アクションの理念に矛盾することになるのです。 
男性でも感情豊かな人もいれば、女性で理性が勝る人もいますので、「女性は感性」という十把一

からげの認識に、不満を持つ女性も多いでしょう。 
このように考えると、「女性の活躍を求めるのは女性の感性に期待するから」という考えは、能

力のある女性の働く意欲をかえって阻害する危険性があることに注意する必要があるのです。 
 

 

1-4) ポジティブ・アクションでは、企業理念の実現のために女性の活躍が不可欠なこと

を、経営者が会社の内外に公言することが効果的です。会社の外とは、消費者で

あり、株主であり、取引会社であり、関連会社であり、場合によっては、社員の家族も

含みます。 
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ポジティブ・アクションには、具体的なわかりやすい目標を定めることが大切

になります。そして、定めた目標や達成状況を内外に公表し、企業姿勢を明確にす

ることは将来的に意欲と能力のある人材の確保にもつながります。公表の仕方としては、

広報活動の他、ポジティブ・アクションの進捗状況を社内監査の項目の一つに加えて、

毎期毎期確認し続けるという方法もあります。 

 
経営者の言葉「株主総会でも女性の活用状況を質問されるなど、一般の消費者が企業を評価

する際の評価ポイントの１つとして入ってきている」 

 

人事担当者の言葉「社員に取組の成果を忘れられないようにと、社外へのアピール活動も意図

的に行っている」 

 

人事担当者の言葉「内外に自社の取組を広く知らしめることによって自分たちにはっぱをかけて

いかないとなかなか取り組めないものである。外にアピールすることが大事」 

 

人事担当者の言葉「企業間で Talent War （人材戦争）がはじまっている」 

 

1-5) 経営者の中には、ポジティブ・アクションを実施する必要はないと考える方もいます。そ

の場合も、なぜポジティブ・アクションが必要ないのかを、これからは会社の内外に納

得できるかたちで説明しなければいけないことを認識すべきでしょう。 

 
経営者の言葉「社会の仕組みそのものが変わっているのだという認識が必要なのだ」 

 

1-6) 女性の活躍機会の拡大に積極的な会社は、共通して、女性の活躍を支援するための

プログラムを作成しています。そのプログラム策定のため、経営者直轄のプロジェクト・

チーム（タスク・チーム、ウーマンズ・カウンシル、ジェンダー・フリー委員会など名称は

会社によって様々です）を立ち上げているところも多いようです。企業風土によって、

ポジティブ・アクションの実施体制は様々ですが、要は経営者の“本気”が目

に見えるかたちとなることです。 

 

1-7) また、プログラム策定に当たっては、同じ業種・規模の中で、進んで取り組んでいる会

社の事例を参考にすることも一つの方策でしょう。 
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Ⅱ プロジェクト・チーム等、推進担当者の取組 

 

2-1） プロジェクト・チームを立ち上げる場合には、そのメンバー構成が重要になります。男

女の人数や職務・職階・勤務形態などを、できるだけバランスよく多様な構成とすること

が効果的です。プロジェクト方式にしない場合には、人事部門などの中で推進担当者

を決めておくことが必要です。 

 

人事担当者の言葉「一部の女性にしか、今まで意見を聞いていなかったため、広く意見を聞き、

男性にも話を聞いていく必要があることに気付いた」 

 

2-2） プロジェクトを効果的に進めるため、また、会社がポジティブ・アクションを実施している

のだということを明確にするためにも、人事担当者の参加又は人事部門からのサポー

トが必要です。人事部門の担当者と連携を密にすることが、チームの活動をより円滑

にしていくのです。 

 
人事担当者の言葉「人事からの一方的なメッセージであれば、必ず社員から拒否反応が出ると

思うが、社員から聞いた意見を具現化することによって、『我々の意見も聞いてくれているのだ』

と納得してもらえる」 

 

2-3） 社内の人的資源活用の現状を確認し、問題点を発見することが、推進担当者の

最初の活動となります。例えば、男女別の採用人数、管理職比率、離職率、育児

休業取得状況など、社内の客観的なデータを集め、現状を把握し、そこから問題点を

発見します。 
 

人事担当者の言葉「人事制度・運用の透明性が今後、より必要となってくる。人事には本当に女

性を活用していく気があるのか、中身が見えないと周囲から思われている」 

 

2-4） チームを作って取り組む場合、チーム内の意見集約は簡単ではないかもしれません。

しかし、社内での意見の対立、食い違いをはっきりさせていくことにより、ポジティ

ブ・アクションを進めていく 上での問題点を明らかにしていく ことが推進担当

者の２ 番目の重要な活動となります。 

 
プロジェクト・チーム参加者の言葉「女性社員の退職理由を、実際に会社を辞めた人に会って
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調べてみた。その結果、育児・家事などは間接的または遠因であって、辞めた真の理由は、働

いていく上で（自分が歩むだろう）キャリアがみえないことであることがわかった」 

 

2-5） ポジティブ・アクションを効果的に実施するため、自社の実態を踏まえた具体的な目

標、可能なものについては数値化された目標を立ててく ださい。そして、いつ

までに達成するかという期限を決めることも大切です。また、その際には、採

用状況、離職状況、育児・介護休業の取得状況、管理職への登用状況、従業員満

足度などを分析することが重要です。 

なお、数値目標を設定する場合でも、その数値目標に合わせて機械的に女性を割り

当てる（いわゆるクォータ制）ということではありません。 

 
人事担当者の言葉「管理職に占める女性比率が低かったため、具体的な数値目標を設定した。

１９９５年当時、間接部門で働く女性全体における係長・主任レベルの管理職者の割合が１０％

であったものを、１９９９年末までに１５％へ。また係長以上の女性管理職者のうち、課長以上の

者の割合を１９９５年の５％から、１９９９年末までに１５％へ」 

 

例えば、管理職について目標を設定した場合でも、女性が管理職となるために必要

な能力を獲得することができるよう育成し、その結果として、自社の状況に合わせて設

定した数値目標を達成するようにすることが、ポジティブ・アクションなのです。 

 

     取組の具体的なスケジュール例については、最後に添付しています。 

 

2-6） ポジティブ・アクションを実施する際には、多様な“活躍する女性”の人物像（モデル）

を社内で示すことが効果的です。そのために目指すべき女性の人物像を、抽象的で

はなく 、具体的に構築することが求められます。このようなモデルを社内で見つけ

ることが難しい場合は他社のモデルを参考にすることも必要でしょう。 

 
人事担当者の言葉「『役職者になったとき、どのような仕事をするのかわからないし、イメージも

わかない。』といった意見が女性社員から出され、モデルケースがいないことが（女性役職比率

向上のための）問題として指摘された」 

 

2-7） 社内意見の対立点の洗い出し、具体的な目標の設定、モデルの構築など、検討結果

を経営者に報告し、了承を得ましょう。その上で広く社内に周知させ、目標がどの程度

達成されたか、モデルの構築が進んだかなどを、把握し、必要に応じて関係部門にア
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ドバイスを行うようにしていきます。推進担当者の３ 番目の重要な活動は、ポジティ

ブ・アクションの達成状況をチェック（確認）し、場合によっては新たな目標

を設定するなど活動を継続していく ことです。 
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Ⅲ 人事担当者の取組 

 
3-1） 人事担当者は、ポジティブ・アクションのガイドラインやワークシート等を利用して、採用、

配置、昇進、教育訓練などの雇用管理、および職場環境・風土などについて、社内の

現状をチェックすることが必要です。 

 

    ポジティブ・アクションのガイドライン・ワークシートの入手先（21 世紀職業財団ホームページ）： 

http://www.jiwe.or.jp/gyomu/work/positive_03idx.html 

 

3-2） ポジティブ・アクションとして重要なのは、能力と意欲のある女性が手を挙げや

すく なるような環境をつく ることです。具体的には、社内公募制など活躍の機会

につながる手段を、性別や雇用形態に関わらず広げていくことです。 

 

経営者の言葉「女性が自発的に地位向上を図るプロセスが重要である」 

 

人事担当者の言葉「能力発揮できない理由を個々の従業員が考えるとき、ハード面（制度）にし

か目を向けない傾向がある。しかし、本当の問題は制度そのものよりも、個人にあることが多い。

例えば、企業に制度はあるが周りに活用例がない場合に、自ら使ってみようという「意思表示」を

自分自身が行う、ということができないために、制度を利用しきれていない人が多い」 

 

人事担当者の言葉「（異動における公募等により）個々人がコミュニケーションをとる、つまり意思

表示をするという行動を取りやすい環境が整備されてきた」 

 

3-3） 女性がその能力や成果に応じて処遇されるためには、評価が適切に行われなければ

なりません。人事考課基準を明確にするとともに、考課者教育の実施等を通じて、

評価システムの適正な運用を徹底させることは男女にかかわりなく 社員の育成

にとって重要なことです。 

 
      人事担当者の言葉「裁量労働による成果主義を採っているため、社員からの評価に対する目

は厳しい。管理職にはオリジナルのビデオ等により細かな評価者訓練を実施している」 

 

3-4） 女性の活躍といっても、女性ということで、全てを一括りにすることはできません。性別

を超えた「個」の視点から細心の注意を払い、社員の中から意欲、能力に応じ

て抜擢をし、育成していく ことが求められます。 
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人事担当者の言葉「男性は普通に抜擢が行われているという前提がある。だから女性にも同じ

ようにやればいいのではないか」 

 

経営者の言葉「採用する女性を面接の段階から選別する。将来的にリーダーとなって欲しい人

材には徹底的に個別対応でバックアップする」 

 

人事担当者の言葉「リーダー養成研修は月１回（一泊二日）のペースで１年間にわたって行わ

れた。受講者は各部門から選抜された３０代を中心とする２６名の女性。各部門から候補者を推

薦してもらい、その中から適任者をしぼりこんで最終的なメンバーを決定した。研修のねらいは、

リーダーとしての基本能力を養成することと、幅広いビジネス知識をつけることであり、両者のバ

ランスよい開発を企図している。プログラムの開発は、外部人材開発会社と共同で開発した。リ

ーダー研修参加者の選抜については、誰が選ばれるかについて陰口などもあり、上司の理解

や、周囲の協力が重要となる」 

     

3-5） 家族手当や配偶者手当などの制度が個々の働く 能力とは関係なく 、事実上男性

を優遇する制度、運用となっている場合があります。こうした制度や運用が、女

性の活躍の場を制限していることもあり、見直すことも必要です。 

 

3-6） ワーク／ライフ・バランス（仕事と家庭や個人生活のバランス）の観点からも、

育児休業制度等の充実を図る、男女ともより取得しやすい職場となるように工

夫するなど、性別に関わらず多様な働き方ができる環境づくりを検討していきましょう。 

 

人事担当者の言葉「社長は女性活用について大変積極的であり、強い関心を持っている。当

社の育児短時間制度（適用期間については、当初子どもが３歳までとしていたところを、小学

校入学まで延期し、それまで１時間単位で利用していたものを、３０分単位での利用を可能とし

た）の内容も、こうした考えによる判断だったと考える」 

 

人事担当者の言葉「最近は優秀な男性社員が育児休業を取得しているケースも多くなってき

ているのではないか」 

 

経営者の言葉「もっとフレキシビリティのある雇用管理のあり方、パートの人も含めてやる気が高

まるよう、柔軟な対応が出来るようにすればもっと継続して働く人が増えてくるはずである」 

 

経営者の言葉「将来的には“正社員”と“その他社員”という区別をなくして、様々な賃金形態を
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社員が選択することにより、皆が望ましい形で継続的に勤務できる“継続通常社員”が実現した

らよいと思われる」 

 

3-7） 女性の活躍には、育児休業制度などの制度面のサポート（支援）だけでなく、ソフト面

でのサポートが重要になります。女性の活躍が広がる過渡期では、精神的な負担が女

性に強くかかります。これからのキャリアを相談できる体制をつくることも有用です。 

 
人事担当者の言葉「セクハラやメンタルな部分の研修を実施（課長、係長職対象）している」 

 

人事担当者の言葉「制度を活かすも殺すも、周囲の人間関係次第。利用者をサポートする管理

職や周囲のみではなく、女性も周囲に理解を得るよう努力することが必要。双方のコミュニケー

ションが最も大事」 

 

3-8） 管理職研修は、ポジティブ・アクションの必要性を説明する絶好の機会です。企業理

念の実現のために、どのように女性の活躍機会の拡大を進めていくことが望ましいの

かについて、一般論ではなく、具体的な事例（ケース・スタディ）を作りましょう。研修に

あたっては、セクシュアルハラスメント防止のための研修経験も参考になります。 

 
人事担当者の言葉「ポジティブ・アクションについては最初はみんな、ぴんとこない。しかしセク

ハラ予防の大切さはよく理解してくれるので、その中に女性という多様な人材をいかしていくとい

う観点を折り込んで説明している」 

 

3-9） 女性の声に耳を澄ます努力が必要です。イントラネットを利用した苦情受付や「意見

箱」のような窓口設置だけでは、必ずしも効果は高くないようです。日頃から意見を言

いやすい職場環境を作るよう、働きかける必要があります。 

 
人事担当者の言葉「イントラネットからは、リピーターの声しかきこえない」 

 

また、人事担当者ができるだけ現場に足を運ぶ「現場主義」をとることが、社

員のニーズ（要望）を正確に細かく 把握するための近道です。 
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Ⅳ 職場上司の取組 

思い当たる上司の方、いらっしゃいませんか？ 

  ① 部下が結婚しているかどうかを気にしていませんか？ 

（某企業 男性管理職の言葉） 

部下の昇格評価の際に男性か女性か、既婚か独身かどうかを気にしてしまう。実力

が同じくらいなら、家庭のある男性を先に昇進させないと、などと考える所はどう

してもまだあります。 

 

  ② 女性社員のキャラクターによって、扱いや仕事量をかえたりしていませんか？ 

（某企業 男性管理職の言葉）  

女性で元気なキャラクターの持主だと、わざと大袈裟にほめたり、目立つ仕事を与

えたりして、「ほら、女性でさえこんなにやっているのだからお前らもがんばれ

よ！」と、男性の尻たたき用に利用してしまいます。 

  

  ③ 産休前や育児休職復帰後の業務をきちんと考えていますか？ 

（某企業 男性管理職の言葉） 

社員が妊娠すると、半年後くらいにはいなくなるのだから、と、あまり仕事を任せ

ない状態になることがあります。前例もないし、無理もさせられないしで、すぐ引

継ぎをさせてしまう。結局、重要な仕事を任せられないから、その年の評価も低く

つけざるをえない。 

   
 

4-1） 会社がポジティブ・アクションを実施するかどうかの決定は、経営者の判断にかかって

いますが、実際に女性が活躍する場が広がるか否かは、直属の上司、特に入社

直後の上司次第で変わってく るのです。上司が男女区別なく仕事を与え、必要な

配慮をしていくことにより、女性も男性と同じように（あるいはそれ以上に）能力を発揮し

ます。 

 

女性の言葉「自分は運が良かった。上司に恵まれたから」 

  

人事担当者の言葉「企業として、人事として、総合的な政策を打っていくというハード

面だけでなく、会社と従業員、従業員と上司といった相互のコミュニケーションが重要

となってくる」 

 

4-2） 基本は、能力と意欲のある女性に、「権限」と「責任」を与え、「小さな成功体

験」の機会を作っていくことです。それがきっかけとなって、意欲と能力のある女性の

活躍の機会が広がるからです。 

 
経営者の言葉「将来を期待する女性には活躍のチャンスと責任を与える、本流に近い仕事をさ

せる。女性を活用する際は、きびしさ８：ほめる２の割合が必要。きびしさ９：ほめる１になると辞め

てしまう」 
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4-3) 特に男性上司の方は、自分が知らず知らずのうちに、男性中心の考え方や行動

になっていないか、チェックしましょう。 

 

経営者の言葉「トップからボトムまで意識改革が必要である。『男性は違う』という意識、つまり男

性を上に見る風潮、『女性は家のことを』という古い意識が持ちつづけられている。このような価

値観をつぶしていかなければならない。人事や能力開発を担当している者にはそういう意識は

なくなってきているが、古参の部長クラスは、まだ古い価値観を持っているのではないか。」 

 
人事担当者の言葉「現場の課長、部長にとって、要は男性の方が、同性でわかっているのでや

りやすい、ということにすぎない。多様化の時代といいながら、女性ひとり『わからないから、うまく

使えない』というのでは、結局他の変化にも対応できないのではないだろうか」 

 

人事担当者の言葉「女性をうまく育成している上司は、男性もうまく育てている。しかし、男性をう

まく育てられても女性を育成していない上司も多く、女性部下の育成を管理職の指標としている

企業もある」 

 

4-4) 単調な仕事、キャリア・アップできない仕事を女性に集中させないような配慮が求めら

れます。家庭の事情などで異動ができない女性にも、仕事がマンネリ化しないように配

慮する必要があります。 

 
女性管理職の言葉「従来の男性の補助的作業からの脱出のきっかけになった言葉が「What's 

your contribution?」であり、この言葉を上司から投げかけられて大変大きな衝撃を受けた。自

分がここまで突っ走ってこられたのは、この言葉のおかげである。（だから悩んでいる部下にも、）

まず「あなたは何をしたいのか、何ができるのか（What's your contribution?）」を聞き、その上

でサポート、チャンスを与える。さらに社内公募に応募してみたらとアドバイスする」 

 

4-5） ポジティブ・アクションの最初の段階では、職場の男性からの不満が生まれやすいもの

です。このような場合には、不満を持つ人に対して、企業理念の実現には、女性の

活躍の機会を広げることの必要性を良く 説明しましょう。 

 
経営者の言葉「男性が足を引っ張れば、（ポジティブ・アクションは）ダメになる」 

 

4-6） 女性の場合、子どもの病気など、急に仕事を休まなくてはならない事態が男性より起こ 
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りやすいのも事実です。その場合、一つの仕事を複数の社員で相互に負担し合うなど、

急に休む人が出ても、他の社員が適切に対応することができるように日ごろからの配慮

が求められます。また男女ともに育児休業を取得しやすい職場の雰囲気づく りに

努めるとともに、育児休業を終えて職場に戻ってきたときの迎え方の配慮が大

切です。そのためには休業中に適度な情報提供をすることも必要でしょう。たとえば、

育児休業中に同僚が社内の情報を送ってくれた、といったちょっとした心遣いが、心理

的に大きな支えとなります。 

 

人事担当者の言葉「休職中は一切会社とコンタクトをとらず育児に専念したいという人もいる。そ

れはそれでいい。問題は復職していかに会社に貢献してくれるかだ」 

 

4-7） 女性上司の姿は、女性社員がキャリア形成を考える上でもモデルとなるものです。女

性上司は、女性社員の不安を解消するため、積極的に話を聞き、また、自分の経験

やノウハウを伝えていただきたいと思います。 

 

人事担当者の言葉「今回の取組（管理職登用のための取組）によって管理職に登用された女

性が、これからのモデル像になっていくだろう」 
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Ⅴ 働く女性の取組 

 

5-1）  ポジティブ・アクションは女性を保護し、優遇することだけを目的とした取組ではありま

せん。能力と意欲のある女性が主体的に働く機会を拡大するための取組です。会社

や上司に、女性は、育児休業を取るなど、仕事を中断するから生産性が低いという発

想から、抜け出してもらうためにも、たとえば「働けるときにしっかり働く 」といっ

た意識を持ち、それを行動に示していきましょう。 

 

人事担当者の言葉「とりあえず、待ちの状態ではダメ」 

 

管理職の女性の言葉「普段一所懸命働ける時に働く。制度にただ乗りではいけない。(働けると

きに)一所懸命働きなさいという発想」 

 

人事担当者の言葉「制度は在籍者の権利ではなく、仕事を継続するためのツールだ。だからそ

のツールを使って、そのあと成果を出して欲しい」 

 

5-2）  女性間ネットワークの形成も意識しましょう。会社内外のネットワークを持つこと

は、ビジネス・チャンスを拡大するだけでなく、情報源となり、また、ネットワークのメンバ

ーがよき相談相手となります。 

 

女性の言葉「いざという時にサポートしてくれる仲間は心強い」 

 

女性の言葉「男性のオールド・ボーイズ・ネットワーク、それに変わるネットワークを女性も持たな

いと」 

 

女性の言葉「今は、社内で女性たちと意見交換をする場がある。仕事をしていく中で、あるいは、

インターネットなどを通じて社内外にネットワークをつくっていくことが必要」 

 

経営者の言葉「会社が女性に対して直接的に行う意識啓発だけでなく、女性フォーラムのような

“場”を与えることにより、女性間のネットワークづくりや刺激の与え合いが行われることも重要。

同じような立場や苦労をしている仲間がいるのだと“気づかせること”は、働く女性にとって精神

面での支えとなるだろう」 

 
女性の言葉「ネットワークは与えられるものではなく、自分で探して時間を割いて構築していくも

の。きっかけはたくさんある。待っているのではダメ」 
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Ⅵ 働く男性の取組 

 
6-1） 男女の違いに関係なく 、意欲と能力のある個人に活躍する機会を広げるために

実施するのが、ポジティブ・アクションです。ポジティブ・アクションの実施

によって、性差なく 働く ことができる環境が整備されることは、能力と意欲の

ある男性にとっても、最終的には望ましいものなのです。 

 

     人事担当者の言葉「ポジティブ・アクションを進めることで、女性にとって働きがいが

あり、働きやすい職場になることは、長期的には、男性にとっても働きやすい職場に

なるという意識を持ってほしい」 

 

6-2）  男女ともに家事・育児や介護の責任を担っているにもかかわらず、男性は仕事、女性

は家庭といったこれまでの固定的な役割分担意識等から、たとえば育児休業を取得

する男性はいまだ少ないのが現状です。男性もこのような責任を担っているという観

点から、ワーク／ライフ・バランス（仕事と家庭や個人生活のバランス）を自

らの問題として考えることが望まれます。 

 
人事担当者の言葉「アンペイドワーク（育児・家事等）の９０％以上を女性が担っている国は、日

本しかない。他国と比べて女性に労働が偏っているにも関わらず、その認識が低い。働きやす

いとはワーク／ライフ・バランスがとれていること。男女ともにワーク／ライフ・バランスが必要」 

 
30 代後半にさしかかった働きざかりの男性が二人、育児休業を取りました。 

 

「これはチャンスだ、と。自分に育児は絶対できないと思っていたから。逆にそれができれば、自

分もひとつ成長するんじゃないか。実際、こんなにリフレッシュできるとは、思ってもみなかった」 

 

 「一ヶ月だったんですが、私の休業中、部下が本当によくやってくれました。一時的にでも上司

の仕事をして本人たちもチカラをつけたし、第一、私がいなくてリフレッシュできたんじゃないで

すか」 

 
6-3)  固定的な性別役割分担意識や職場優先の企業風土を変えるためには、男性の役

割が重要です。また企業風土づくりには、労働組合にも役割が期待されます。 
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組合執行委員の言葉「ポジティブ・アクションに取り組んだ背景としては、組合員や顧客に女性

が多いという状況の下で、会社の中で女性が活躍していかないと、将来的に会社が立ちゆか

なくなってしまうという大きな危機意識を、組合も持っていた」 
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Ⅶ  女性の活躍推進協議会及び行政の取組 

 

7-1)  ポジティブ・アクションを進めるための目標は会社によって様々となりますが、個々の会

社が目標を立てる際にベンチマーク（自社の状況を測ることのできるものさしとなる値）

として活用できるよう、業種や規模ごとの女性の活躍状況や先進的な会社における

女性の活躍状況等の各種データ、個々の会社で活躍する女性のモデル（模範と

なる人材像）の事例も含めたポジティブ・アクションの好事例について、情報

を収集し、広く 提供していきます。なお、その際には、多く の業種や規模が網

羅できるよう努めてまいります。また、他社の参考となるように、女性の活躍

機会の創出に向けた取組を行う会社の顕彰を行うための効果的な方法を検討し

ていきます。 

 

経営者の言葉「ポジティブ・アクションとして、女性の管理職比率を上げる努力をすることは重要

であるが、身近に目標となる女性がいないために怖じ気づいてしまう女性もいる。活用の進んで

いる企業が、成功例を社内のみならず社外にも積極的に示していくことが大切だ」 

 

7-2)  また、個々の会社の取組がどれだけ進んでいるかを明確にすることは、周囲との比較

が可能になり、各社が独自の目標設定を立てやすくなるという効果をもたらします。協

議会メンバーは、自らこの提言の内容に取り組むとともに、上記の情報収集へ

の協力に努め、さらに、提言内容を広く 産業界に周知していきます。 

 

7-3)  多くの人々にポジティブ・アクションの価値を認識してもらう必要があります。そこで地

域レベルで協議会の提言等の普及・促進を図るための仕組みを整備していきま

す。 
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    オポチュニティーナウについて 

 
「オポチュニティーナウ」とは、イギリスにおいて、女性が働きやすい環境を作り出すため企  

業参加型のキャンペーン活動から生まれた組織です。１９９１年に創立され、６１のメンバーで

スタートし、現在、３５０の会員数を誇るまでに成長しました。 

 このキャンペーンは企業によって企業のために開始されたものであり、公的機関、私的企業を問

わず女性の登用を量的質的に向上させることを目的としています。 

  参加企業は、独自の目標を設定し、その達成状況を測定します。また、オポチュニティーナウ

は、取組結果が優秀な企業に対して表彰を行うとともに、会員は優良事例を共有することで様々

な企業から優秀な取組を学ぶことができるようになっています。 

  オポチュニティーナウの会員になるためには、オポチュニティーナウの組織の目的に同意し、

それを追求することを決意しなくてはならず、さらに年会費を支払うことが求められます。 

   けれども、オポチュニティーナウに参加し、女性の管理職比率の向上、フレキシブルな労働時

間制度、男女ともに育児休業を取得促進するための施策等に取り組むことによって、女性が持っ

ている高度な技術力と豊富な経験を確保することができ、良心的な企業としてのイメージアップ

にもなり、会員にとって多くのメリットを得ることができます。 

 

 

7-4)  働く女性は、保育サービスの充実を強く要望しています。特に、病後児保育、延長保

育等の充実です。国としては、今後とも待機児童の多い地域の保育所の受入れ児

童数の増大や延長保育、休日保育、病後児保育などを実施する施設数の増大に

努めていきます。また、急な残業など臨時的、一時的な保育ニーズに対応するため、

会員制で地域における相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの

設置を積極的に促進しており、事業の拡大を図っていきます。これらの事業の

実施責任は地方公共団体にありますが、多様なニーズに対応した保育施策の推進に

努めていただきたいと考えています。 

 

女性の言葉「都市部ではとにかく認可保育所に入りにくいので入りやすくしてほしい」 

 

女性の言葉「病後児保育が必要だったときがあったが、こうした制度があっても身近に病児保育

をしてくれる施設がまだまだ少ないので増やしてほしい」 

 

女性の言葉「緊急事態（電車が遅れた等）で時間通りに子どもを迎えにいけないとき、一時的に

預かってくれる人を紹介してくれるセンターなどがあればいいと思う」 

 

7-5)  どのような行政サービスを個人が受けることができるのか、わかりやすい情報を提供し

てほしいという声もあります。このため保育に関するサービスなど行政が行っている

様々なサービスについての情報を提供していきます。 

  

女性の言葉「助成金、補助金といった国の制度を個人として知っている人は少ないため、情報
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提供をもっとしていってほしい（まず企業に開示してほしい）」 

 

7-6）  個人の働き方の選択に大きなかかわりを持つ税制、社会保障制度、賃金制度等諸制

度・慣行について、様々な世帯形態間の公平性等を勘案しつつ、個人の選択に対し

て及ぼす影響をできる限り中立的なものとするという視点に配慮するという観点から、

関係者、関係機関による検討を促していきます。 

  

経営者の言葉「社会保障制度等について、就労調整の問題があるので、自分の力で働くこと

が得になるような制度に変えた方がよい」 



 

 

（Ａ社の例） 

ポジティブ・アクション 年間推進スケジュール 
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（Ｂ社の例）                       ポジティブ・アクション 年間推進スケジュール 
 
《マネジメント》の強化 

●ポジティブ・アクションの推進のためには、部門経営層の意識改革と男女均等の意識に基づいた部門マネジメントの強化・定着化が不可欠。その為に、全社レベルでの『意識調査』の実施により実態を把握すると共に、 
 各経営段階の役割を明確にする。部門長においては、自らが主体的に課題把握と改善策に取り組む為の『部門実行項目』を設定し、定期的な進捗状況の確認・改善策についての意見交換を進めていく。 

また、年間の人事考課（実績考課）運営の中で、男女均等の視点によるマネジメントの徹底を図る。 
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